
こどもをはじめとする市民の意見を反映させる取組みについて 

 

１ 関心度を高める取組み 

（１）市広報媒体を活用した周知・啓発 

  ・こども・若者や子育て家庭が抱える課題 

  ・条例の必要性 

（２）シンポジウムの開催 

  ・有識者による基調講演 

  ・有識者とこども・若者とのパネルディスカッション 

 

２ 意見等の収集 

（１）各種アンケート調査の実施 

  ・小・中学生とその保護者 

・高校生・大学生等の若者 

  ・市民一般 

（２）意見聴取 

・こども・若者に関する支援団体 

 

３ こども・若者からの提案（こどもの参画推進事業） 

（１）こども・若者の力ワークショップ 

  ・対象：小学生～中学生 

  ・こどもを取り巻く様々な課題などについて、専門家や行政による説明を受け、

ファシリテーターの主導により、こどもたちの意見や本市への提言をまとめて

いる。令和５年度は、こどもに関する条例をテーマとして設定予定。 

（２）こども・若者市役所 

・対象：高校生～大学生等 

・身近な地域の課題や社会問題などについて、若者が自分たちで解決したり、本

市へ提案したりするなど、より良いまちづくりのために活動している。令和５

年度は、こどもに関する条例をテーマとして設定予定。 

 

４ 当委員会における報告 

 ・上記の取組みについて、審議にあたっての参考としていただくため、適宜、当委

員会において報告を行う。 

資料３ 


